
（平成２４年１２月５日報道資料抜粋）

年金記録に係る苦情のあっせん等について

年金記録確認徳島地方第三者委員会分

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 2 件

厚生年金関係 2 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 2 件

国民年金関係 1 件

厚生年金関係 1 件



徳島厚生年金 事案768 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたものと認められることから、申立人のＡ社における資格喪失日に係

る記録を昭和40年10月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を２万2,000

円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和17年生 

    住        所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和40年９月１日から同年10月１日まで 

私は、昭和40年３月１日にＡ社（現在は、Ｂ社）に入社し、44年４月

15日まで継続して勤務していたにもかかわらず、申立期間に係る厚生年

金保険の被保険者記録が無い。 

調査の上、申立期間を厚生年金保険被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   雇用保険の被保険者記録及びＢ社への照会結果から判断すると、申立人

は、Ａ社及びその関連会社であるＣ社に継続して勤務し（昭和40年10月１

日にＡ社からＣ社に異動）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主によ

り給与から控除されていたことが認められる。 

   また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社における昭和

40年８月の社会保険事務所（当時）の記録から、２万2,000円とすることが

妥当である。 

   なお、事業主が申立人に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行した

か否かについては、事業主は不明としているが、申立人と同時期にＡ社か

らＣ社に異動した同僚数十人に同様な被保険者期間の欠落が見られること

から、事業主の届出誤りが推測され、その結果、社会保険事務所は、申立

人の申立期間に係る保険料について納入の告知を行っておらず（社会保険

事務所が納入の告知を行ったものの、その後に納付されるべき保険料に充

当した場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、申立人の申

立期間に係る保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



徳島厚生年金 事案769 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたものと認められることから、申立人のＡ社Ｂ営業所における資格取

得日に係る記録を昭和40年７月20日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を

１万8,000円とすることが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和21年生 

    住        所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和40年７月20日から同年８月１日まで 

    私は、昭和40年４月１日にＡ社（現在は、Ｃ社）に入社し、新人研修

を受けた後、同年７月にＡ社Ｂ営業所に転勤した。 

申立期間については、継続して勤務していたので年金記録を訂正して

ほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の被保険者記録及びＤ社（Ｃ社の関連会社）への照会結果から

判断すると、申立人はＡ社に継続して勤務し（Ａ社からＡ社Ｂ営業所に異

動）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いたことが認められる。 

   なお、異動日については、申立人は「本社での新人研修終了後にＢ営業

所に異動した。」と主張しているところ、申立人と同様の供述をしている同

僚のＡ社における厚生年金保険被保険者資格喪失日及びＡ社Ｂ営業所にお

ける厚生年金保険被保険者資格取得日から、昭和40年７月20日とすること

が妥当である。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社Ｂ営業所にお

ける昭和40年８月の社会保険事務所（当時）の記録から、１万8,000円とす

ることが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かに

ついては、事業主は不明としており、このほかに確認できる関連資料及び

周辺事情は見当たらないことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 



また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事

業主が申立てどおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事務所

に対して行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事

情が見当たらないことから、行ったとは認められない。 



徳島国民年金 事案705 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和49年５月から同年９月までの期間及び54年７月から同年９

月までの期間の国民年金保険料については、還付されていないものと認め

ることはできない。 

   また、申立人の昭和59年３月から63年６月までの国民年金保険料につい

ては、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和24年生 

    住        所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和49年５月から同年９月まで 

             ② 昭和54年７月から同年９月まで 

             ③ 昭和59年３月から63年６月まで 

    日本年金機構の記録によれば、申立期間①及び②に係る国民年金保険

おらず

金保険

料を合

未納と

料は既に還付されたことになっているが、私は還付手続を行って

還付金は受け取っていないので、申立期間①及び②に係る国民年

料を還付してほしい。 

また、申立期間③については、私が夫婦二人分の国民年金保険

わせて納付していたにもかかわらず、私の国民年金保険料のみが

されており、納得できないので記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立期間①及び②について、申立人の所持する領収証書により申立人

が国民年金保険料を納付したことは確認できるものの、当該期間は厚生

年金保険被保険者期間であり、制度上、国民年金に加入することができ

ないことから、当該期間の国民年金保険料が還付されていることについ

て不自然さは見られない。 

 また、申立人に係る国民年金被保険者台帳及びＡ市区町村が作成した

国民年金被保険者名簿（検認記録欄）によれば、還付対象期間及び還付

金額が明確に記載されている上、還付金額に計算上の誤りは無く、記載

内容に不自然な点は見られず、ほかに申立人に対する国民年金保険料の

還付を疑わせる事情も見当たらない。 



  ２ 申立期間③について、申立人は、「昭和59年３月以降の国民年金保険

料については、私が夫婦二人分を合わせて納付していた。また、過去の

国民年金保険料を遡って納付したことはない。」と供述しているところ、

オンライン記録並びに申立人が所持する申立人及び申立人の夫の領収証

書によれば、ⅰ）申立期間直後の昭和63年７月から平成元年３月までの

国民年金保険料について、申立人の夫は毎月納付（現年度納付）してい

るところ、申立人は２年９月４日に一括納付（過年度納付）しているこ

と、ⅱ）元年４月から同年11月までの国民年金保険料について、申立人

の夫は基本的に毎月納付（現年度納付）しているところ、申立人は同年

12月27日に一括納付（現年度納付）していること、ⅲ）同年12月分以降

の国民年金保険料については、夫婦の納付年月日が一致していることか

ら、申立人が夫婦二人分の国民年金保険料を合わせて納付するようにな

ったのは、同年12月分以降であると考えられる。 

    また、申立期間③は４年４か月に及んでおり、これだけ長期間にわた

って行政機関の事務処理上の不備が連続して起こることは考え難い。 

    さらに、申立人に別の国民年金手帳記号番号が払い出された形跡は見

当たらない上、申立人が申立期間③に係る国民年金保険料を納付したこ

とを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間③

の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

  ３ これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に

判断すると、申立人が申立期間①及び②の国民年金保険料を還付されて

いないものと認めることはできない。また、申立人が申立期間③の国民

年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 

 



徳島厚生年金 事案770 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ： 昭和18年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 昭和48年11月１日から50年４月１日まで 

    私は、昭和48年11月頃にＡ事業所に入社し、50年３月頃まで勤務した

と記憶しているにもかかわらず、厚生年金保険の被保険者記録が無い。 

調査の上、申立期間を厚生年金保険被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の被保険者記録によれば、申立期間のうち昭和49年４月13日か

ら同年８月10日までの期間について、申立人がＡ事業所に勤務していたこ

とは確認できる。 

 しかしながら、Ａ事業所は既に廃業している上、元事業主は「申立期間

当時の資料等は保管されておらず、当時の状況は不明である。」と回答して

おり、申立人の申立期間における厚生年金保険の加入状況及び厚生年金保

険料控除等について確認できる関連資料は得られない。 

また、Ａ事業所に係る健康保険厚生年金保険被保険者原票において、昭

和48年４月２日から50年９月18日までの期間に厚生年金保険被保険者資格

を取得している同僚17人のうち、連絡先が確認できた８人に文書照会を行

った結果、５人から回答を得られたが、同事業所の申立期間当時の厚生年

金保険の取扱いについて供述は得られない。 

さらに、前述の同僚17人のうち、３人の雇用保険被保険者記録を確認し

たところ、同僚二人は、雇用保険被保険者資格の取得日から遅れて、厚生

年金保険被保険者資格を取得していることが確認でき、当時、Ａ事業所で

は、必ずしも全ての従業員を入社と同時に厚生年金保険に加入させていな

かった状況がうかがえる。 

 加えて、前述の被保険者原票によれば、健康保険番号１番（昭和48年４

月２日資格取得）から、健康保険番号21番（昭和50年９月18日資格取得）

までの記録に、申立人の氏名は無く、欠番も無い。 



このほか、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の控除について確認

できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 


